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衆
議
院
議
員
滝
実
君
提
出
食
用
に
適
さ
な
い
汚
染
米
の
輸
入
及
び
売
渡
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
が
米
穀
の
輸
入
を
目
的
と
す
る
買
入
れ
を
行
う
場
合
に
は
、
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
。
以
下
「
食
糧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
他
に
委
託
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
買
入
れ
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
「
買
入
受
託
者
」
と
い
う
。
）
と
政
府

と
の
間
で
締
結
す
る
委
託
契
約
に
基
づ
き
、
買
入
受
託
者
が
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
当
該
委
託
契
約
に
お
い
て
は
、
買
入
受

託
者
と
当
該
米
穀
の
売
主
と
の
間
の
契
約
の
内
容
に
関
す
る
条
項
を
設
け
ず
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
買
入
受
託
者
に
ゆ

だ
ね
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

食
糧
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
輸
入
さ
れ
る
米
穀
に
課
さ
れ
る
関
税
に
つ
い
て
は
、
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五

年
法
律
第
三
十
六
号
）
に
基
づ
き
、
無
税
と
な
っ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

米
粉
は
、
合
板
の
製
造
に
必
要
な
接
着
剤
の
増
量
剤
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
当
該
増
量
剤
の
使
用
量
や
そ
の

一



使
用
量
に
占
め
る
米
粉
の
割
合
を
勘
案
し
て
、
工
業
用
の
り
の
原
料
と
な
る
米
穀
の
潜
在
的
な
需
要
量
を
推
計
し
て
い
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

二


